
（１）

（この選挙公報は、公職選挙法第１６９条第２項の規定に基づき、候補者の原稿をそのまま写真製版したものです。）

26 12 14

1



（２）

◎投票時間

会にお問い合わせください。

　投票できる時間は、午前７時から午後８時までです。

　ただし、一部の投票所では、これと異なっていること

一定の事由で投票日に投票することができない方は事前

◎期日前投票制度

に投票ができます。くわしくは、市町村の選挙管理委員

があるため、入場券などでお確かめください。

　仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、

１２月１４日（日）は

が、第１区となります。

◎富山市の小選挙区は第１区と第２区に分かれています

　富山市のうち、合併前の旧富山市の区域にお住まいの方
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